
様 式 第 9  

○騒   特  定  建  設  作  業  実  施  届  出  書  

平 成    年   月   日  
  八  王  子  市  長   殿  

届 出 者  
住   所  ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ － ○ － ○  
氏   名  ○ ○ 建 設 株 式 会 社  

(名 称 ) 取 締 役 社 長  ○ ○ ○ ○ ○  
○印  

電 話 番 号  

  特 定 建 設 作 業 を 実 施 す る の で 、 騒 音 規 制 法 第 1 4条 第 1項 (第 2項 )の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 届 け 出 ま す 。  
建 設 工 事 の 名 称   ○ ○ 川 護 岸 改 修 工 事  
建 設 工 事 の 目 的 に 係 る 施 設 又 は 工 作 物
の 種 類   護  岸  改  修  

特 定 建 設 作 業 の 種 類  
(該 当 番 号 に ○ 印 )  

1 .く い 打 (く い 抜 )機 作 業     3 .さ く 岩 機 作 業  
2 .び ょ う 打 機 作 業        4 .空 気 圧 縮 機 作 業  
5 .そ の 他  
  (工 事 種 類  1 .解 体  2 .建 設  3 .土 木  4 .そ の 他           )  

特 定 建 設 作 業 に 使 用 さ れ る 騒 音 規 制 法
施 行 令 別 表 第 2に 規 定 す る 機 械 の 名 称 、
型 式 及 び 仕 様    (該 当 番 号 に ○ 印 )  

1 .バ イ ブ ロ ハ ン マ ー       4 .ジ ャ イ ア ン ト ブ レ ー カ ー  

2 .ド ロ ッ プ ハ ン マ ー       5 .空 気 圧 縮 機  

3 .ハ ン ド ブ レ ー カ ー       6 .そ の 他 (機 械 名 記 入 )  

                K－ 4 5 ( ﾗ ﾑ重 量 4 . 5ｔ ) 1台  

特 定 建 設 作 業 の 場 所 ( 住 居 表 示 )  八 王 子 市 ○ ○ 町 ○ － ○ － ○  

特 定 建 設 作 業 の 実 施 の 期 間   自  平 成   1 6年   1 0月   1  日  
 至  平 成   1 6年   1 2月   1 5  日  7 6日 間  

作 業 開 始  作 業 終 了  作 業 日  実 働 時 間  
自    時  至    時   平    日  １ 日  8  時 間  特 定 建 設 作 業 の 開 始 及 び 終 了 の 時 刻  
    実 日 数   6 2日  延  4 9 6  時 間  

騒 音 の 防 止 の 方 法  
(該 当 番 号 に ○ 印 )  

1 .低 騒 音 型 機 械 の 採 用      5 .防 音 シ ー ト 養 生  
2 .使 用 時 間 を 最 小 限 に す る    6 .ビ ニ ー ル シ ー ト な ど の 養 生  
3 .工 程 を 周 辺 住 民 に 事 前 説 明   7 .そ の 他  
4 .防 音 パ ネ ル 設 置  

発 注 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に
法 人 に あ つ て は そ の 代 表 者 の 氏 名  

東 京 都 ○ ○ 市 ○ ○ 町  
○  ○  ○  ○        電 話 番 号 (○ ○  )○ ○ ○     

届 出 者 の 現 場 責 任 者 の 氏 名 及 び 連 絡 場
所  ○ ○ 市 ○ ○ 町   代 理 人  ○ ○  電 話 番 号 (○ ○  )○ ○ ○      
下 請 負 人 が 特 定 建 設 作 業 を 実 施 す る 場
合 は 、当 該 下 請 負 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び
住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は そ の 代 表 者
の 氏 名  

○ ○ 市 ○ ○ 町  
株 式 会 社 ○ ○ 工 務 店   代 表 者  ○ ○ ○ ○  

○  ○  ○  ○        電 話 番 号 (○ ○  )○ ○ ○     

下 請 負 人 が 特 定 建 設 作 業 を 実 施 す る 場
合 は 、当 該 下 請 負 人 の 現 場 責 任 者 の 氏 名
及 び 連 絡 場 所  

○ ○ 市 ○ ○ 町  
○  ○  ○  ○          電 話 番 号 (○ ○  )○ ○ ○     

※   受 理 年 月 日    
※   審 査 結 果    
 備 考  1  こ の 届 出 書 は 、 騒 音 規 制 法 施 行 令 別 表 第 2に 掲 げ る 特 定 建 設 作 業 の 種 類 ご と に 提 出 す る こ と 。  
    2  特 定 建 設 作 業 の 種 類 の 欄 に は 、 騒 音 規 制 法 施 行 令 別 表 第 2に 掲 げ る 作 業 の 種 類 を 記 載 す る こ と 。  
    3  特 定 建 設 作 業 の 実 施 の 期 間 の 欄 に は 、 そ の 期 間 中 作 業 を し な い こ と と し て い る 日 が あ る 場 合 は 、 作 業 を し な い 日 を 明 示 す る こ と 。  
    4  特 定 建 設 作 業 の 開 始 及 び 終 了 の 時 刻 の 欄 の 記 載 に 当 た つ て は 、 作 業 の 開 始 時 刻 及 び 終 了 時 刻 並 び に 実 働 時 間 が 同 じ で あ る 日 ご と に ま と め て さ し

つ か え な い 。  
    5  ※ 印 の 欄 に は 、 記 載 し な い こ と 。  

6  用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 工 業 規 格 A 4と す る こ と 。  
7  氏 名 (法 人 に あ つ て は そ の 代 表 者 の 氏 名 )を 記 載 し 、 押 印 す る こ と に  作業実施の７日前(届出日･作業開始日を

除く)までに提出してください 

 
 
 
特定建設作業実施届出書に必要な書類(正副２部提出) 
▼ 案内図(特定建設作業の付近 100ｍの図面 ※学校･病院を明記する
こと。 

▼ 工程表(特定建設作業を伴う建設工事の､工程の概要を示した工事工
程表で､特定建設作業の工程を明示したもの) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注意事項 
○ 届出の提出は、当該作業開始日の中 7日前(届出日･作業開始日を

除く)までに提出してください。 
○ 騒音規制法施行令別表第 2､振動規制法別表第 2 に掲げる特定建
設作業の種類ごとに提出すること。 

○ 日曜祝日には、特定建設作業を行わないこと。 
○ 近隣住民には作業時間、工程及び騒音･振動･粉じんの程度等を、

十分に説明を行ってください。 
※ 受理後の工期延長は、届出の再提出が必要です。 

 
問い合わせ先 八王子市役所 環境部環境保全課 

                電話（0426）20-7255 大気担当 
 
 
 
 

記載見本 ※公文書の為、修正液は使用しないでください。
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く
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機
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を
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。
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く
い

抜
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く
い
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抜
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。
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を
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す
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作
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さ
く
岩
機
を
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る
作
業
（
作
業
地
点
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続
的
に
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す
る
作
業
に
あ
つ
て
は
、
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日
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け
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当
該
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業
に
係
る
二
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点
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最
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空
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の
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格
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キ
ロ
ワ
ッ
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以
上
の
も
の
に
限

る
。
）
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業
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ク
リ
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ト
プ
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の
混
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が
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・
四
五
立
方
メ
ー
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も

の
に
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る
。
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又
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
プ
ラ
ン
ト

（
混
練
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の
混
練
重
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が
二
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〇
キ
ロ
グ
ラ

ム
以
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も
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に
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。
）
を
設
け
て
行
う
作
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（
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ル
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を
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造
す
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た
め
に
コ
ン
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リ

ー
ト
プ
ラ
ン
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設
け
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う
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ッ
ク
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大
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す
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。）
を
使
用
す
る
作
業 

七 
ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル
（
一
定
の
限
度
を

超
え
る
大
き
さ
の
騒
音
を
発
生
し
な
い
も
の

と
し
て
環
境
大
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す
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き
、

原
動
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の
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七
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ロ
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上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
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る
作
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を
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境
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定
す
る
も
の
を
除
き
、
原
動
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の
定
格
出
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が
四
〇
キ
ロ
ワ
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以
上
の
も

に
限
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使

す
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一 

く
い
打
機
（
も
ん
け
ん
及

び
圧
入
式
く
い
打
機
を
除
く
。
）、

く
い
抜
機
（
油
圧
式
く
い
抜
機
を

除
く
。
）
又
は
く
い
打
く
い
抜
機

（
圧
入
式
く
い
打
く
い
抜
機
を

除
く
。
）
を
使
用
す
る
作
業 

二 

鋼
球
を
使
用
し
て
建
築
物

そ
の
他
の
工
作
物
を
破
壊
す
る

作
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舗
装
版
破
砕
機
を
使
用
す

る
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業
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続
的
に
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る
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あ
つ
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一
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け
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当
該
作
業
に
係
る

二
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点
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最
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距
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が
五
〇

メ
ー
ト
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を
超
え
な
い
作
業
に

限
る
。
） 

四 

ブ
レ
ー
カ
ー
（
手
持
式
の
も

の
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
作
業

（
作
業
地
点
が
連
続
的
に
移
動

す
る
作
業
に
あ
つ
て
は
、
一
日
に

お
け
る
当
該
作
業
に
係
る
二
地

点
間
の
最
大
距
離
が
五
〇
メ
ー

ト
ル
を
超
え
な
い
作
業
に
限

る
。） 

作業する日の合計 

現場代理人は不可。元請代表者 

作業の実施期間
(日曜･祝日を含
めて記入) 


